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在留邦人及び旅行者の皆様へ 

 

シエラレオネの新型コロナウイルス対策について（その２０）：シエラレオネ入国時の措置の変更（ワク

チン未接種者の PCR検査結果が出るまでの間の自費による義務的隔離等） 

 

在留邦人の皆様には、日頃より当館の業務につきご理解、ご協力を頂きありがとうございます。 

 

１ ９月１３日（月）、新型コロナウイルス国家緊急対策センター（NACOVERC）は、新たな新型コロナウイルス対策にか

かる規制措置として、シエラレオネ入国における措置を一部変更し、２７日（月）から、同国に入国する者で、ワクチン未

接種者については、入国時の PCR 検査で陰性結果が出るまでの間、自費による義務的隔離に服すること、これまで

発表されている、その他の新型コロナウイルス感染関連措置についても引き続き有効であることなどについて、発表し

ました。 

（NACOVERCの発表した内容については、シエラレオネ情報・通信省の以下のリンクを参照してください。） 

https://www.facebook.com/mic.gov.sl/photos/pcb.927297924524887/927297817858231/?type=3&theater 

 

２ 当館にて調べたところ、義務的隔離はシエラレオネ政府指定ホテルを自身で予約しなければならないことも判明し

ました。以下URLにてシエラレオネ政府指定ホテルをご確認ください。 

（シエラレオネ旅行ポータルサイト内FAQ） 

https://www.travel.gov.sl/faq 

 

３ 上記を踏まえつつ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。 

 

（過去の領事メール） 

（その１）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000571222.pdf 

（その２）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100009857.pdf 

（その３）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100020979.pdf 

（その４）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100021136.pdf 

（その５）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100021136.pdf 

（その６）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100028273.pdf 

（その７）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100038054.pdf 

（その８）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100040232.pdf 

（その９）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100042965.pdf 

（その１０）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100049259.pdf 

（その１１）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100051175.pdf 

（その１２）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100073569.pdf 

（その１３）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100075755.pdf 

（その１４）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100090854.pdf 

（その１５）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100133358.pdf 

（その１６）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100140938.pdf 
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（その１７）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100147160.pdf 

（その１８）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100200691.pdf 

（その１９）https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100208044.pdf 

以上 
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